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ダイワボウマテリアルズ株式会社舞鶴工場の火災事故による 
損害額に関するお知らせ 

 

当社子会社のダイワボウマテリアルズ株式会社舞鶴工場（京都府舞鶴市）において 6 月 7 日に

発生しました火災につきましては、近隣住民の皆様をはじめ、関係各位に多大なるご迷惑とご心

配をおかけいたしましたことを、改めて深くお詫び申しあげます。 

同工場は、8月 21 日に開示いたしましたように、誠に遺憾ながら、紡織事業を撤収することと

なりましたが、この火災による損害額について下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．火災事故による損害額について 

当火災事故による損害額（資産の帳簿価額）は、棚卸資産 119 百万円、固定資産（機械等）

315 百万円、固定資産（建物・構築物）78 百万円、あわせて 513 百万円であります。 

なお、復旧費用については、未確定であります。 

（上記損害額の連結子会社ごとの内訳は、ダイワボウノイ株式会社 410 百万円、ダイワボウエス

テート株式会社 78 百万円、ダイワボウマテリアルズ株式会社 24 百万円となっております。） 

 

２．火災事故による損害額の保険金補填の状況について 

当火災事故により被害を受けた資産に対し、支払われる保険金額は 4,456 百万円ですが、工場

撤収費用、跡地整備費用、移転費用、新規設備投資には相当額が要する見込みであります。 

なお、平成20年3月期通期業績予想への影響については、明らかになり次第開示いたします。 

以 上 
 


